
  

認定こども園の普及を促進するための 
「都道府県計画で定める数」（案）① 

国の基本指針の概要 

各市町村による意向調査の結果等に基づく計画最終年度
（Ｈ３１）の認定こども園の設置見込み数 

資料１－３ 

幼稚園及び保育所が認定こども園に移行する場合における需給調整 

※基本指針（一部抜粋） 
 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画で定める数は，認定こども園への移行を促進するため，認定こども園・ 
 幼稚園・保育所等の利用状況や認定こども園への移行の希望に十分配慮し，幼稚園の認定こども園への移行に関す 
 る意向等を踏まえて設定すること。 

利用定員の総数（供給量）が，必要利用定員総数（需要量）に県計画で定める数を加えた数に
既に達しているか，又は当該認可・認定の申請に係る施設の設置によってこれを超えることに
なると認められるときを除き，認可又は認定するものとする。 
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区域名 箇所数 

設置見込みがある場合，基本的には市町村計画に既に反映されている。 
市町村計画のイメージは次のとおりである。 

特定教育・保育施設 
特定地域型保育事業所 

利用定員の総数 
（＝確保内容） 

都道府県計画 
で定める数 

必要利用定員総数 
（＝量の見込み） 

２号認定子ども＋３号認定子ども 

≪幼稚園 ⇒ 認定こども園≫ 

≪ 需 要 ≫ ≪ 供 給 ≫ 

供給不足＝原則認可 

≪保育所 ⇒ 認定こども園≫ 

特定教育・保育施設 
利用定員の総数 
（＝確保内容） 

都道府県計画 
で定める数 

必要利用定員総数 
（＝量の見込み） 

１号認定子ども 

≪ 需 要 ≫ ≪ 供 給 ≫ 

供給不足＝原則認可 



  

認定こども園の普及を促進するための 
「都道府県計画で定める数」（案）② 

認定こども園への移行による＋15 

◆市町村計画に反映されている「認定こども園への移行」については，「計画で定 
 める数」を加える必要はない。 
◆設定すべきは，市町村計画に反映されていない施設の移行である。 

市町村子ども・子育て支援事業計画 記載例 

平成２９年度に幼稚園から認定こども園への移行により１5名を確保予定の場合 

公立幼稚園・私立保育所・公立保育所 

既存施設のまま 認定こども園 

現行制度 

今後の状況により判断 

私立幼稚園 

移行検討中 

設定すべき市町村計画に反映されていない施設とは 

新制度 

◆意向調査等において，私立幼稚園のうち「今後の状況により判断」としている幼 
 稚園と，新制度に移行する施設のうち「移行検討中」の施設が，どの程度認定こ 
 ども園に移行するかが重要となる。 

【０歳：保育の必要性あり】

（②＋③）－① △20 △20 △5 0 0

 ③認可外保育施設 10 10 10 10 10

75

特定地域型
保育事業

10 10 10 15 15

②
確
保
方
策

特定教育
保育施設

60 60 75 75

 ①量の見込み 100 100 100 100 100

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度



  

設定に関する留意事項 

◆各施設の認定こども園への移行希望は，基本的に各市町村子ども・子育て支援事業計画の確保の内 

 容に反映されている。 

◆「県計画で定める数」は，現時点で「移行しない」という結論が出ている施設以外の施設（移行希 

 望が不透明な施設）が基礎となるが，現時点で各施設・各市町村に結論を求めるのは不可能であり， 

 どの程度認定こども園に移行するか見通しが立たない。 

◆仮に，「県計画で定める数」を設定せずに，認定こども園への移行の認可・認定申請があった場合， 

 利用定員の総数が必要利用定員総数に達している場合であっても，認可・認定することはできる。 

◆地域によっては幼稚園と保育所の数に差があり，幼稚園が無い又は少ない区域は，保育所が認定こ 

 ども園へ移行することによって，２・３号認定子どもの受入れ人数が減ることによって待機児童が 

 発生する可能性がある。 

認定こども園の普及を促進するための 
「都道府県計画で定める数」（案）③ 
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今後の状況によって移行を検討する施設 
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区域名 施設数(箇所) 

区域名 施設数(箇所) 
保育所 

設定案 設定する「目標設置数及び設置時期」と合致 

①各施設及び各市町村の意向等に基づき，平成３１年度までに認定こども園の設置見込みの 

 ある区域の「定める数」はゼロとする。 
②設置見込みがないことから１箇所とした区域のみ１箇所分の「定める数」を計上する。 
 ◆「定める数」は１施設当たりの平均児童・園児数に認定区分毎の量の見込みの割合等を乗じて算出する。 

幼稚園 
 ※( )は，うち新制度への移行が未定の私立幼稚園 

◆私立幼稚園がどの程度新制度に移行するのか，また，その他の施設も含め，どの 
 程度認定こども園に移行するのか，見通しは立っていない。 



  算出方法 

移行前 
２号認定 
（教育ニーズ） 

35％ 

３号認定 

24％ 
２号認定 

45％ 
１号認定 

31％ 

１号認定 

65％ 

移行後 

④幼稚園から認定こども園へ移行する場合 
（例）１５０人の場合 
 
移行前 １号認定 ９７人 
    ２号認定 ５３人・・・Ｎ 
 
移行後 １号認定 ４７人 
    ２号認定 ６７人・・・Ｑ 
    ３号認定 ３６人・・・Ｒ 
 
（Ｑ＋Ｒ）－Ｎ＝５０人 
定める数＝５０人・・・Ｓ 

３号認定 

47％ 

３号認定 

24％ 
２号認定 

45％ 
１号認定 

31％ 

２号認定 
(保育ニーズ) 

53％ 

⑤保育所から認定こども園へ移行する場合 

移行前 

移行後 

①設定する区域内の量の見込み 

３号認定 
3,873人 

２号認定 
（保育ニーズ） 

4,367人 

②移行前の幼稚園・保育所の認定区分毎の子どもの割合 

２号認定 
(教育ニーズ) 

35％ 

１号認定 
65％ 

３号認定 
47％ 

２号認定 
（保育ニーズ） 

53％ 
幼稚園 保育所 

認定こども園の普及を促進するための 
「都道府県計画で定める数」（案）④ 

  

③移行後の入所する子どもの見込み数の割合 

３号認定 
24％ 

２号認定 
（保育ニーズ） 

28％ 

２号認定 
(教育ニーズ) 

17％ 

１号認定 
31％ 

移行前の幼稚園は「１号認定＋２号認定（教育ニーズ）」，保育所は「２号認定（保
育ニーズ）＋３号認定」の子どもを受け入れていると考えることができる。 

認定 
こども園 

２号認定 
(教育ニーズ) 

2,693人 

１号認定 
4,931人 

（例）１００人の場合 
 
移行前 ２号認定 ５３人 
    ３号認定 ４７人 
 
移行後 １号認定 ３１人・・・ａ 
    ２号認定 ４５人 
    ３号認定 ２４人 
 
定める数＝３１人・・・ｄ 

１箇所分の「定める数」を設定することとしているため，④及び⑤で算出した「定める
数」のいずれか大きい数値を，当該区域の「定める数（10人未満四捨五入）」とする。 

認定こども園へ移行後は，どの認定区分の子どもであっても受け入れられることから，
量の見込みの割合で子どもを受け入れると考えることができる。 



  国の基本指針（抜粋） 

【幼稚園 ⇒ 幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園】 

 都道府県知事は，幼稚園から幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園（以

下「幼保連携型認定こども園等」という。）への移行の認可又は認定の申請があった場

合において，当該幼保連携型認定こども園等が所在する都道府県設定区域における特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労働者枠に係

る部分を除く。）の利用定員の総数（法第１９条第１項第２号及び第３号に掲げる小学

校就学前子どもに係るものに限る。）が，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に

おいて定める当該都道府県設定区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業所の必要利用定員総数（当該年度に係る同項第２号及び第３号に掲げる小学校就学前

子どもに係るものに限る。）に，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画で定める数

を加えた数に既に達しているか，又は当該認可若しくは認定の申請に係る幼保連携型認

定こども園等設置によってこれを超えることになると認めるときを除き，当該幼保連携

型認定こども園等の認可又は認定をするものとする。なお，都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画で定める数は，認定こども園への移行を促進するため，認定こども園・

幼稚園・保育所等の利用状況や認定こども園への移行の希望に十分配慮し，幼稚園の認

定こども園への移行に関する意向等を踏まえて設定すること。この場合には地方版子ど

も・子育て会議において当該都道府県子ども・子育て支援事業支援計画で定める数を調

査審議するなど，その設定の透明化を図ること。 

幼稚園及び保育所が認定こども園に移行する場合における需給調整 

【保育所 ⇒ 幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園】 

 都道府県知事は，保育所から幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園（以

下「幼保連携型認定こども園等」という。）への移行の認可又は認定の申請があった場

合において，当該幼保連携型認定こども園等が所在する都道府県設定区域における特定

教育・保育施設の利用定員の総数（法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど

もに係るものに限る。）が，都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める

当該都道府県設定区域における特定教育・保育施設の必要利用定員総数（当該年度に係

る同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に，都道府県子ども・子育て

支援事業支援計画で定める数を加えた数に既に達しているか，又は当該認可若しくは認

定の申請に係る幼保連携型認定こども園等設置によってこれを超えることになると認め

るときを除き，当該幼保連携型認定こども園等の認可又は認定をするものとする。なお，

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画で定める数は，認定こども園への移行を促進

するため，認定こども園・幼稚園・保育所等の利用状況や認定こども園への移行の希望

に十分配慮し，保育所の認定こども園への移行に関する意向等を踏まえて設定すること。

この場合には地方版子ども・子育て会議において当該都道府県子ども・子育て支援事業

支援計画で定める数を調査審議するなど，その設定の透明化を図ること。 

認定こども園の普及を促進するための 
「都道府県計画で定める数」（案）⑤   


